
平
成
29
年
度

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

湖
北
広
域
行
政
事
務
セ
ン
タ
ー

【
受
付
期
間
】

　
２
月
１
日
（
水
）
〜
15
日
（
水
）

※
平
日
の
み

【
受
付
時
間
】

　
８
時
30
分
〜
12
時
、
13
時
〜
17
時
15
分

【
種
別
・
有
効
期
間
】

①
建
設
工
事
…
１
年
間

②
委
託
業
務
（
設
計
、
測
量
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、

施
設
維
持
管
理
な
ど
）
…
１
年
間

③
物
品
（
修
繕
）
…
２
年
間

【
受
付
方
法
】

　
直
接
ま
た
は
郵
送
（
消
印
有
効
）
で
左
記
ま
で
。

※
様
式
等
は
左
記
担
当
課
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

問
合
せ
・
申
請
先

　
湖
北
広
域
行
政
事
務
セ
ン
タ
ー 

総
務
課

　
〒
５
２
６

－

０
０
２
１ 

八
幡
中
山
町
２
０
０

　
☎
６
２

－

７
１
４
２

　h
ttp
://w
w
w
.ko
h
o
ku
-ko
u
iki.jp

/

長
浜
水
道
企
業
団

【
受
付
期
間
】

　
２
月
１
日
（
水
）
〜
10
日
（
金
）

※
平
日
の
み

【
受
付
時
間
】

　
９
時
〜
11
時
30
分
、
13
時
30
分
〜
16
時

【
種
別
】

①
建
設
工
事

②
委
託
・
設
計
・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等

③
物
品
調
達

④
小
規
模
業
務
登
録

【
受
付
方
法
】

　
直
接
左
記
ま
で
。（
郵
送
不
可
）

【
提
出
書
類
】
各
種
別
の
要
綱
に
記
載
。

※
要
綱
お
よ
び
様
式
等
は
左
記
担
当
課
で
配
布

（
コ
ピ
ー
代
が
必
要
）
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

企
業
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

問
合
せ
・
申
請
先

　
長
浜
水
道
企
業
団 

総
務
課

　
☎
６
２

－

４
１
０
１

　h
ttp
://w
w
w
.eo
n
et.n
e.jp
/

〜n
agasu

i

　
湖
北
広
域
行
政
事
務
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
長
浜
水
道
企
業
団
が
発
注
す
る
建
設
工
事
や
委
託
業
務
、
物

品
調
達
な
ど
の
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
事
業
者
の
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

一般競争入札により市有地を売却します
 問財産活用課（☎６５－１７１７）

【入札日】２月２日(木)
【会　場】市役所本庁舎４階 ４－Ｂ会議室
【申込み】申込書を１月19日(木)までに担当課へ。入札
に関する書類は市ホームページからダウンロードで

きるほか、担当課と北部振興局地域振興課、各支所

にあります。

※申込資格や売却条件等の詳細については、市ホーム

ページまたは担当課まで。

問合せ・申込先
　財産活用室〈東館４階〉☎６５－１７１７

所在地 地目 面積 予定価格（最低売却価格）

下坂中町字田村井３３１番１ 宅地 ５，１４１．９２㎡ ３９,２３０,０００円
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まちなかで住宅を取得する人を応援します
 問長浜駅周辺まちなか活性化室（☎６５－６５４５）

　まちなか居住推進重点区域内で、市内本店業者と工事

請負契約を締結し、住宅を新築する場合や空き家を活用

する場合に、建築費用や改修費用の一部を助成します。

　助成金の交付要件や申請方法など、詳しくは担当室ま

で問い合せください。

制度１　まちなか住宅建築等助成金
　自らが居住する個人住宅を新築等する場合

■限度額 60万円（助成率５％） 
　表１の要件に該当する場合は、それぞれの額を加算し、

最大280万円助成。

制度２　まちなか空き家再生促進助成金
　自ら居住するために購入(賃借)した、長浜町家再生バ

ンクに登録された空き家の改修工事を行う場合

■限度額30万円（助成率10％） 
　表２の要件に該当する場合は、それぞれの額を加算し、

最大230万円助成。

※その他、事業者向け「まちなか共同住宅建築助成金」

制度もあります。

意
見
を
募
集
し
ま
す

　
市
立
長
浜
病
院
お
よ
び
長
浜
市
立
湖
北
病
院
で
は
、
必
要
な

医
療
を
安
定
的
か
つ
継
続
的
に
提
供
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
に

平
成
20
年
度
か
ら
改
革
プ
ラ
ン
を
策
定
し
、
経
営
改
善
等
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。
平
成
28
年
度
が
最
終
年
度
と
な
る
こ
と
か

ら
、
新
た
に
中
期
経
営
計
画
（
新
改
革
プ
ラ
ン
）
と
し
て
策
定

す
る
た
め
の
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
そ
の
計
画
の
案
を
と
り
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
ご

意
見
を
募
集
し
ま
す
。

【
募
集
期
限
】

　
１
月
18
日
（
水
）
ま
で

【
閲
覧
場
所
】

　
市
立
長
浜
病
院
経
営
企
画
課
、
長
浜
市
立
湖
北
病
院
管
理
課
、

市
役
所
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
お
よ
び
各
病
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

【
提
出
方
法
】

　
任
意
の
様
式
に
①
住
所
、
②
氏
名
、
③
電
話
番
号
を
記
入
し
、

直
接
ま
た
は
郵
送
（
当
日
消
印
有
効
）、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
の

い
ず
れ
か
で
左
記
ま
で
。

提
出
先

　
市
立
長
浜
病
院
　
経
営
企
画
課

　
〒
５
２
６

－

８
５
８
０

　
大
戌
亥
町
３
１
３

　
☎
６
８

－

２
３
２
５
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* n

ch
@
m
x.b
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a.n
e.jp

表１【制度１関係】

加算メニュー 限度額 助成率

①住宅建築のために平成26年４月
１日以降に敷地の所有権または
借地権を新たに取得した場合

100万円 ４％

②子育て世帯の場合 50万円 ２％

③多世代同居世帯の場合 50万円 ２％

④多子世帯の場合 20万円 １％

表２【制度２関係】

　　加算メニュー 限度額 助成率

①空き家の再生のために平成26年
4月1日以降に建物および敷地の
所有権（借地権）を新たに取得
した場合

100万円 ７％

②子育て世帯の場合 50万円 3.5％

③認定町家を再生する場合 50万円 3.5％
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